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概　要　版

すべての人々がお互いを尊重し合い、
差別や偏見のない地域社会の実現をめざして

新発田市 

　日本国憲法には、すべての国民は法の下に平等であり、人種、信条、性別、社会的身分又は門地に
より、政治的、経済的又は社会的関係において差別されないと規定されています。 
　しかしながら、我が国においては、部落差別をはじめ、女性、子ども、高齢者、障がい者、外国籍の
人などへの偏見や差別のほか、虐待や暴力、インターネット上の差別表現、性的指向や性自認を理由
とする差別や偏見などの人権課題が存在し、最近では、住民票や戸籍の情報をはじめとする、個人情
報の不正取得が大きな社会問題になっています。 
　すべての人々がお互いを尊重し合い、差別や偏見のない地域社会を実現するためには、私たち一
人ひとりが人権を正しく理解し、人権尊重の高い意識を持つことが重要です。 

 

 

 

 

 

◆ さまざまな人権問題 ◆ 
　インターネットによる人権侵害、性的マイノリティへの人権侵
害やヘイトスピーチによる人権侵害など、さまざまな人権課題が
生じています。しかし、これらの人権課題に関する問題意識は低
く、まだまだ理解度が低いと言わざるを得ません。このような人
権問題について、あらゆる機会を通じて、人権教育及び人権啓発
の推進を図り、解決に努めます。 
　・さまざまな人権問題への相談体制の整備 
　・さまざまな人権問題への教育・啓発の推進 
　などに努めます。

差別の解消を推進する３つの法律が制定されました
1 障害者差別解消法（障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律）
　障がいのある人もない人も、互いに、その人らしさを認め合いながら、共に生きる社会をつくることを
目指し、2016年（平成28年）４月１日に施行されました。
　この法律は、障がいを理由とした不当な差別的取扱い（正当な理由のないサービスの提供の拒否や制
限、障がいのない人には求めない条件の付与など）を禁止しています。また、障がいのある人とない人に
平等な機会を確保したり、車いす利用者が容易に建物に入ることができるように建物の入口の段差を解
消するためのスロープを設置したりするなどの合理的配慮を求めています。

2 ヘイトスピーチ解消法（本邦外出身者に対する不当な差別的言動の　  解消に向けた取組の推進に関する法律）
　「特定の人種や民族、宗教への差別」をあおる憎悪表現（ヘイトスピーチ）の抑止・解消を目的に、2016
年（平成28年）６月３日に施行されました。
　この法律は、不当な差別的言動の解消に向け、国や地域社会が、教育や啓発広報、相談窓口の設置な
ど地域の実情に応じた施策を講ずるよう定めています。 

3 部落差別解消推進法（部落差別の解消の推進に関する法律）
　部落差別のない社会を実現することを目的に、2016年（平成28年）１２月１６日に施行されました。
　特別措置法の失効後も、近年の情報化の進展に伴って、インターネットに差別的な情報が発信され、
差別の拡大、悪質化が進んでいることなどを背景に、「現在もなお部落差別は存在する」と、部落差別の
存在を法律で初めて明らかにしました。 
　この法律により、国及び地方公共団体には、部落差別の解消に関する施策を講じたり、相談体制の充
実を図ったり、必要な教育及び啓発を行ったりする責務が生じています。　

2019 年 3月発行 お問い合せ ： 新発田市人権啓発課 新発田市中央町３丁目３番３号 電話 0254-28-9630 

　全国各地で戸籍謄本や住民票などを不正に取得するといった事件が相次ぎ、結婚や就職などの際
の身元調査に使われたことが明らかとなっています。身元調査は、悪質な人権侵害行為です。 
　あなたやあなたの大切な人の個人情報を守るためにも、本人通知制度に登録をお願いします。

　市では、住民票の写しや戸籍謄本などを第三者に交付したとき、事前に登録した人に対
して交付した事実を通知する「本人通知制度」を実施しています。

守ろう個人情報！ 防ごう身元調査！
～「本人通知制度」に登録を！～  

詳しくは市民生活課（電話0254-28-9100）へ問合せ、 
又は新発田市ホームページで検索
http://www.city.shibata.lg.jp 

さまざまな人権課題 

・HIV 感染者・エイズ患者
・ハンセン病患者・回復者 
・北朝鮮当局による拉致問題 
・犯罪被害者 
・刑を終えて出所した人 
・インターネットによる人権侵害 
・東日本大震災に起因する人権問題など
・新潟水俣病認定・未認定患者 
・性的マイノリティ（性的少数者）
・ヘイトスピーチによる人権侵害 
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　新発田市では、「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律」に基づき、平成26年に「新発田市人権教育・啓発推進
計画」を策定し、人権施策を推進してきました。 
　この間、平成28年に差別の解消を推進する３つの法律（部落差別解消推進法、障害者差別解消法、ヘイトスピーチ
解消法）が施行され、人権施策の大きな前進が図られています。 
　2017年に実施した「人権問題に関する市民意識調査」では、初めて10代（15歳～19歳）を調査対象として含めた
結果、部落差別問題について、学校での同和教育の成果がみられる一方で、いわゆる「寝た子をおこすな」の意識や身
元調査を容認する10代が多いことなど、人権・同和教育の成果と課題が明らかになりました。 
　また、近年では、スマートフォンなどの普及により、インターネットに差別的な情報が書き込まれ、それが拡散される
ことで、人権侵害が悪質化、深刻化していることも大きな問題となっています。
　現行の計画の策定から５年を経過し、こうした社会情勢の変化や法律の施行、市民の意識の変化に対応するため、
これまでの人権施策の成果と課題を踏まえ、新たに「新発田市人権教育・啓発推進計画」を策定しました。 

新発田市人権教育・啓発推進計画の改訂について

　2017年に実施した「人権問題に関する市民意識調査」では、
部落差別（同和問題）については、学校の授業がその認知に大
きく影響している一方で、いわゆる「寝た子をおこすな」の意識
や身元調査を容認している１０代が多いことも明らかとなりま
した。 
　部落差別解消推進法の施行や市民意識調査の10代の結果
などを踏まえ、部落差別問題についての正しい理解と認識を図
るため、相談体制の充実や啓発事業の推進、人権・同和教育の
推進に努めます。 
　・人権擁護の確立（相談体制の充実など） 
　・人権啓発・同和教育の推進  
 － 人権啓発・社会同和教育の推進  
 － 就学前における人権・同和教育（保育）の推進
 － 学校教育における人権・同和教育の推進 
　・社会福祉の充実と生活環境の改善 
　・雇用の促進と就労の安定 
   ・隣保館活動の充実  
　などに努めます。 

◆ 部落差別問題（同和問題） ◆ 部落差別問題を初めて知ったきっかけ

無記入
4.1％ 

家族から聞いた
3.1％ 

その他
５％ 

学校の授業で
教わった87.8％

学校の授業で教わった87.8％のうち、

22.1%が身元調査を容認
25.6%が「寝た子をおこすな」の意識を容認

※「寝た子をおこすな」の意識
「差別、差別というからいつまでも差別が残るのだ。そっとしておけば、部落
差別は自然になくなる」という考え
※身元調査
本籍、出生、家庭環境、国籍、資産などを本人の了承を得ないで調べること 

　2017年に実施した「男女共同参画に関する市民意識調査」
からは、性別による固定的な役割分担意識が根強く、また、女性
の社会参画を進める上で、就業の場での待遇改善、育児・介護
制度の浸透などが求められていることが明らかとなりました。
　男女平等意識の浸透を図るなど、男女共同参画社会の実現
に向けた取組を進めます。  
　・男女共同参画社会の形成に向けた意識づくり  
　・仕事と生活の調和と多様な生き方が選択できる環境づくり  
　・女性が活躍できる社会づくり  
　・男女がともに安心して暮らせるまちづくり
　などに努めます。

◆ 男女共同参画社会の実現 ◆

参考：市民意識調査 

男は仕事、女は家庭という考え方について
どう思いますか。

反対32.4％ 

賛成3.6％

どちらかといえば
賛成29.0％

どちらかといえば
反対32.3% 

3割を超える人が賛成している

参考：市民意識調査
　　（10代の結果）

　子どもを取り巻く環境は、少子化、都市化、情報化などの進展により
変化し、児童虐待やいじめの問題などは深刻さを増しています。
　将来を担う子どもの権利を保障することは、社会全体の責務です。
子ども一人ひとりの人権を最大限に尊重し、関係機関が密接に連携し
た取組を進めます。 　
　・子どもの人権擁護  
　　（人権尊重、保護の推進、児童虐待及びいじめ防止対策の充実、
　 保護者・地域・関係機関の連携）
　・人権教育・啓発の推進
　などに努めます。 

◆ 子どもの人権 ◆

参考：市民意識調査 

子どもの人権について、 
特に尊重されていないと思うこと 
いじめの実態を見て見ぬふ

りをする

「暴力」「仲間はずし」
「無視」などのいじめをする

インターネットやスマート
フォンを悪用した行為

56.8

51.4

32.6
（％）

　高齢化が進み、認知症や介護を必要とする高齢者が増加していま
す。また、高齢者虐待や、高齢者をねらった犯罪も増え、社会問題と
なっています。高齢者が地域でいきいきと心豊かな生活がおくれるよ
う、関係機関と連携・協力しながら取組を進めます。 
　・高齢者の人権擁護（相談支援体制の充実、介護サービスの充実と
質の向上など） 

　・人権教育・啓発の推進 
　・社会参画の推進（生きがいづくりの推進、生活習慣病予防と介護予
防の推進など）

　などに努めます。 

◆ 高齢者の人権 ◆

参考：市民意識調査 

高齢者の人権を守るために
必要だと思うこと 

生活支援体制の整備

生きがい対策の充実

地域の見守り体制の充実

31.4

29.6

26.1

（％）

　障がいの有無に関係なく、誰もが安心して共に生きていくことので
きる社会の実現のため、障がいのある人たちへの差別と偏見をなくし、
人権が保障された福祉のまちづくりへ向け、取組を進めます。  
　・障がいのある人に対する差別の禁止と人権侵害からの救済（相談
体制の充実、虐待の早期発見など）           

   ・人権教育・啓発の推進（支援体制の充実など）  
   ・環境の整備と就労の確保  
   ・保健・医療・福祉の充実   
　などに努めます。 

◆ 障がいのある人の人権 ◆

参考：市民意識調査 

障がいのある人への理解が
不十分である

働ける能力を発揮する機会
がない

障がいのある人とその家族
に対する偏見がある

49.3

44.9

28.7

障がいのある人の人権について、 
特に尊重されていないと思うこと

（％）

　外国籍の人に対する差別や偏見をなくし、人権意識を高めるため、
日本人と外国籍の人がお互いに言語や宗教、生活習慣など文化の違
いを認めあってともに生きていくことができる社会の実現に向け、啓
発を推進します。 
　・外国籍の人の人権擁護（相談体制・情報提供・支援の充実）
   ・外国籍の子どもの教育の推進 
   ・人権教育・啓発の推進（学校教育おける国際理解の推進など） 
   ・社会参画の推進  
　などに努めます。 

◆ 外国籍の人の人権 ◆

参考：市民意識調査 

外国籍の人の文化や考え方
を理解する

仕事の機会の提供など就労
支援

外国籍の人が日本の文化や
社会情勢を理解する

32.3

30.2

27.0

外国籍の人の人権を守るために 
特に必要だと思うこと 

（％）

無記入
2.8％ 
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